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藤沢市民病院 

育児休業等代替任期付職員 

（臨床検査技師）採用試験受験案内 
 

１．試験区分、募集人員、職務内容、受験資格 

試験区分 募集人員 職務内容 受験資格 

育児休業等 

代替任期付職員 

（臨床検査技師） 

１名 臨床検査業務 臨床検査技師免許証を有する方 

 

２．受験手続 

 （１）募集期間 

随時 

 

（２）申込み 

藤沢市民病院ＨＰ上の募集フォームから申込みください。 

※当院ホームページＵＲＬ https://fujisawacity-hosp.jp 

 

（３）提出書類 

１ 臨床検査技師免許証の写し １通 

 

 

４．任用期間・勤務形態 

【育児休業等代替任期付職員】 

＜任用期間＞６カ月以上 

 （２０２５年（令和７年）１０月４日以降から 

２０２６年（令和８年）１１月２７日まで） 

＜勤務形態＞週５日勤務、日当直勤務あり（シフトによる） 

◎育児休業等代替任期付職員とは、職員が育児休業の申請をした場合、その申請期

間(６カ月以上の申請に限る)について、その職員の代替として勤務する任期に定め

のある職員です。 

  

５．欠格条項 

（１）地方公務員法第１６条の欠格条項（以下のア～ウ）に該当する人は受験できません。 

   ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの人 

   イ 藤沢市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

   ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 
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６．試験日程、会場 

   日程：随時（申込み後に調整）  会場：藤沢市民病院 

 

７．試験内容 

    作文試験・面接 

 

８．合格から採用まで 

（１）最終合格した人は、藤沢市職員採用候補者名簿に登載され、職員の育休等の申請状

況によって順次採用されます。ただし、採用候補者名簿の有効期限は、 

２０２７年３月３１日です。 

（２）外国籍の人も受験できます。ただし、採用日において就労が制限される在留資格の 

人は採用されません。 

  

９．給与＜初任給の例＞［２０２６年(令和８年)１月１日現在］ 

藤沢市一般職員の給与に関する条例に基づき支給されます。 

採用区分 初任給（地域手当含む） 

育児休業等代替任期付職員 ３１５，５５２円 

※このほか、各種手当（通勤手当、期末勤勉手当等）が条件に応じて支給されます。 

※保険は共済組合に加入することになります。 

※給与や諸手当の支給額は、条例や規則等の改正により改定されることがあります。 

 

１０．注意事項ほか 

（１）試験に関することについて、電話や郵便等によるお問い合わせには一切お答えでき

ません。 

 （２）この試験に関して提出された書類は、お返しいたしません。 

（３）試験日時や会場等は予定ですので、変更となる場合があります。 

（４）受験者用の駐車場はありません（試験会場へは公共交通機関等をご利用ください）。 

 

１１．試験実施に関する問い合わせ先等 

病院総務課 職員担当 電話０４６６（２５）３１１１ 内線８４２９ 

 


